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関市農業委員会総会議事録 
 

                    場所：関市役所 ６階６－６、６－７会議室 

 

 

○議事日程 

 令和３年８月６日（金曜日）午前１１時１０分 開議 

 

 

（１） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（２） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（３） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第４号 農用地利用集積計画の承認について 

 

  （１）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

 

 

 

○出席委員（１８名） 

  １番 安田 美雄 君    ２番 臼田 正嗣 君    ３番 山田  彰 君 

  ４番 井上 正隆 君    ５番 野田 卓志 君    ６番 伊藤  均 君 

  ７番 𠮷田 和子 君    ８番 玉田 和久 君     ９番 山田 タツエ君 

１０番 八代 治郎 君    １１番 足立 昌人 君   １２番 青山 雅紀 君    

 １３番 永田 千春 君   １４番 西田 耕三 君    １５番 西部  徹 君    

１６番 長尾  始 君   １７番 野村  茂 君   １８番 日置  香 君    

 

 

 

○欠席委員（１名） 

１９番 田下 喜代 君   

  

 

 

 

 

 

○委員以外の出席者 

 農業委員会事務局長    山岡  透  君 農業委員会事務局課長補佐 小石 隆之 君 

農業委員会事務局課長補佐 長谷部 香織 君 武儀事務所主任主査    河合 正樹 君   
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午前１１時１０分 開会 

○事務局課長補佐（小石隆之君）これより農業委員会を始めさせていただきます。先ほどの合同会

議に引き続いて総会ということで大変貴重なお時間をいただきますが、ご審議をお願いいたします。 

まずはじめに会長から一言お願いいたします。 

○議長（野村茂君）はい。合同会議に引き続いてということですが、農業委員会総会のご審議をい

ただきますので、よろしくお願いをいたします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい。本日の欠席委員でございますが、１９番田下委員が１名欠

席ですので、ご報告をさせていただきます。 

○議長（野村茂君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条の規定により、

委員さんの過半数以上の出席をいただいているので、総会は成立しています。次に、議事録署名委

員の指名を行います。９番山田委員さん、１１番足立委員のおふたりにお願いします。 

これより、議案の審議に入ります。議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題とします。第１号議案については、４番に八代委員さんの申請で出ておりますので４番を先に

審議させていただきまして、１番から３番、５番から８番の案件についてと、そして前回、継続審

議となっておりました議案もありますので、それが９番１０番となっておりますので、３回に分け

てご審議をお願いしたいと思います。それでは八代委員さんご退席をお願いいたします。 

 （八代委員退席） 

○議長（野村茂君）それでは、議案第１号の４番の案件について事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第１号 農地法第３条第の規定による許可申請について。農

地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。はじめに、４番の

案件、１件の審議をお願いします。議案は２ページになります。  

４番の案件 位置図は、４ページになります。申請地は、下有知保育園の西１５０ｍほどに位置

する農振農用地区域内の田２，６９２㎡と下有知保育園の北西１４０ｍほどに位置する農振農用地 

区域内の田８６４㎡の２筆、合計３，５５６㎡。申請の目的は、使用貸借権の設定です。設定期間

は１年です。使用借人は、農業規模拡大のため借り受けるというもの。使用貸人は、住所が遠く、

管理ができないため申請地を貸すというものです。７月１３日の現地確認をした結果、農地性有り

と確認しています。以上、使用貸借権設定に関するもの１件につきまして、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）はい、事務局の説明が終わりました。補足説明をいただく前に９番の山田委員

さん、八代さんの農業経営について何かご意見がございましたらご発言をお願いします。よろしい

でしょうか。 

○９番（山田タツエ君）はい。 

○議長（野村茂君）それでは、無いということですので、補足説明のある委員さんは挙手にて発言 

をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、質疑のある委員さんは挙手にて発言をお願いいた

します。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第１号の４番について原

案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手）   

○議長（野村茂君）はい、ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第１号４

番の１件を許可することとします。八代委員さんに着席をしていただいてください。 

 （八代委員着席） 

○議長（野村茂君）続きまして、議案第１号の１番から３番、５番から８番の案件について事務局

の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、議案は１ページからになります。 

１番の案件  位置図は、１ページになります。申請地は関中央病院の東４２０ｍほどに位置する

農振農用地区域内の田１，０６４㎡と関中央病院の東７８０ｍほどに位置する農振農用地区域内の 

田６４６㎡の２筆、合計１，７１０㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、譲渡人の親戚
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であり、申請地を贈与してもらい耕作地の規模拡充を図るというもの。譲渡人は、遠方に住んでお

り、農業経営ができないことから譲り渡すというものです。 

２番の案件  位置図は、２ページになります。申請地は、志津野転作促進技術研修センターの北

４００ｍほどに位置する農振農用地区域内の田３筆、２，６７１㎡。申請の目的は、所有権移転で

す。譲受人は、各務原市で、農林産物販売所を営んでおり、申請地でシイタケを栽培し、販売した

いというもの。譲渡人は、高齢で耕作することが困難であるため譲り渡すというものです。      

３番の案件  位置図は、３ページになります。申請地は、志津野転作促進技術研修センターの北

４９０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、１，８５７㎡。申請の目的は、所有権移転です。

譲受人は、各務原市で、農林産物販売所を営んでおり、申請地でシイタケを栽培し、販売したいと

いうもの譲渡人は、多忙で１０年以上耕作をしていないため、申請地を譲り渡すというものです。 

５番の案件  議案は２ページ、位置図は、５ページになります。申請地は、武儀倉集会所の北１

００ｍほどに位置する農振農用地区域内の登記地目畑、現況地目田、３０㎡。申請の目的は、所有

権移転です。譲受人は、農業経営拡大のため譲り受けるというもの。譲渡人は、多忙であり農地の

管理ができないため譲り渡すというものです。 

６番の案件  位置図は、６ページになります。申請地は、中濃消防組合洞戸出張所の西２３０ｍ

ほどに位置する農振農用地区域内の田、１，００８㎡、中濃消防組合洞戸出張所の南西４７０ｍほ

どに位置する農振農用地区域内の田、２７７㎡。合計２筆、１，２８５㎡。申請の目的は、使用貸

借権の設定です。使用借人は、地域おこし協力隊の職員であり、まちおこしのため新規就農し、米

を栽培したいというもの。使用貸人は、農業経営を規模縮小したいと考えていたところ、借りたい

との申し出があっため、申請地を貸すというものです。 

７番の案件  議案は３ページ、位置図は、７ページになります。申請地は、栗原集会所の西２５

０ｍほどに位置する農振農用地区域外の畑、３７０㎡。申請の目的は、使用貸借権の設定です。使

用借人は、地域おこし協力隊の職員であり、新規就農し、えごまを栽培したいというもの。使用貸

人は、農業経営を規模縮小したいと考えていたところ借りたいとの申し出があっため、申請地を貸

すというものです。 

８番の案件  位置図は、８ページになります。申請地は、飛瀬集会所の西１６０ｍほどに位置す

る農振農用地区域内の畑、 ７８６㎡。申請の目的は、使用貸借件の設定です。使用借人は、地域お

こし協力隊の職員であり、新規就農し、大豆栽培したいというもの。使用貸人は、農業経営を規模

縮小したいと考えており、申し出があっため申請地を貸すというものです。すべての案件について、

７月１２日と１３日に現地を確認した結果、農地性ありと確認しています。以上、所有権移転に関

するもの４件、使用貸借権設定に関するもの３件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）はい、事務局の説明が終わりました。補足説明をいただく前に安田委員さん、

山田委員さん、西部委員さん只今の案件に営農に対するご意見がございましたらご発言をいただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）はい、それでは私の担当する部分についてもございません。補足説明のある委

員さんは挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより質疑を行います。議案第１号の１番から

３番、５番から８番について質疑のある委員さんは挙手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手あり） 

○議長（野村茂君）はい、野田委員さん。 

○５番（野田卓志君）はい、今回新規就農の方が２人いらっしゃいますが、再審議になっている方

が営農計画書が今の仕事のお勤めもあってということで話にはなっているのですけど、今回この案

件については営農計画書というものが出ていて、それには問題がないという話でいいのかというと

ころと、その職業によってどうのこうのというのは、例えば新規就農の方に関しては営農計画書を

会議の場に出してもらって、私たちも見させてもらうという方が、個別のケースに対応するのはあ

まり良いことじゃないのかなと思うので、ちょっと大丈夫ですという言葉だけを信じて。まあ、見

てもわからないかもしれないですけど、その方が良いのかなと思うので、あくまで私の一意見です
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ので。以上です。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）今のは洞戸の話ですよね。 

○５番（野田卓志君）はい、洞戸ですよね。これふたつあるんですよね。今回新規就農。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）洞戸の３件は全く同じ人です。 

○５番（野田卓志君）はい、それは分かっています。前は、職業的にどうだとか、作付けや金額が

どうだとかという話もあったんですけど、今回は何も説明が無いということはそれが良いのか悪い

のかということが私たちは分からないですし、今回は前問題になったものが出てきてるのですけど、

新規就農の方に関しては営農計画書を一回見せていただくという方が、会議としては良い形じゃな

いかなということで。今回大丈夫なのかということと、次回からそういう方法はいかがですかとい

う提案をさせていただきました。 

○議長（野村茂君）只今ご質問いただきました件についてですが、借受人ですね、この方地域おこ

し協力隊の方で、来年の７月で３年の任期で洞戸に来て地域おこしの活動をしてみえるのですけど、

将来は洞戸に住んで農業をやりたいという意向のある方です。営農計画については事務局の方で説

明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、営農計画書については野田委員さんからお話しがありまし

たように、先月のこともございましたので、ご本人にも話しをさせてもらいまして、市の市民協働

課との関わりを持っていらっしゃって、農政係の方にも話はしております。それで、洞戸の農地の

場所につきましても１ヶ所ではなくて、３ヶ所バラバラと借りて作物もお米や大豆やえごまと種類

を分けて、将来的に活性化するように進めていく。農地を借りられる方には、農地利用最適化推進

委員さんの田んぼを借りられてやられるということで、ある程度地域の農業者の方が支援をされて

やっていくということなので、これにつきましては問題無いかなと思います。あと、書類の方につ

きましては、お話しがあったように新規就農者の営農計画書につきましては議案等と一緒に配布さ

せていただきまして、当日総会の時に意見を出していただきたいと考えますので、今度からそのよ

うに進めさせていただきたいと思います。 

○議長（野村茂君）野田さんよろしいでしょうか。 

○５番（野田卓志君）はい。 

○議長（野村茂君）それでは他に質疑のある方はございませんか。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより採決します。議案第１号の１番から３番、

５番から８番の案件について原案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第１号の１番、

２番、３番、５番、６番、７番、８番の７件を許可することといたします。 

続きまして、継続審議おとなっておりました９番と１０番についてを議題とします。事務局の説

明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、それでは継続審議となっております２件の説明をします。 

９番の案件  議案は３ページから４ページ、位置図は、９ページになります。申請地は、関市農

村婦人の家の北４７０ｍほどに位置する農振農用地区域内の田、３筆、２，８８２㎡、農振農用地

区域外の田、２筆、４９８㎡、合計５筆、３，３８０㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人

は、現在は土木解体業を営んでいるが、以前から興味のあった農業をやりたいと考え、新規就農を

するというもの。譲渡人は、高齢になり、農地の管理ができないため、譲り渡すというものです。

３条１０番と同時許可案件です。 

１０番の案件 位置図は、１０ページになります。申請地は、金竜小学校の北西３３０ｍほどに位

置する農振農用地区域内の田、５筆、２，６５３㎡。申請の目的は、所有権移転です。譲受人は、

現在は土木解体業を営んでいるが、以前から興味のあった農業をやりたいと考え、新規就農をする

というもの。譲渡人は、高齢になり、農地の管理ができないため譲り渡すというものです。３条９

番と同時許可案件です。先月の審議におきまして、委員からたくさんのご意見やご質問をいただき

ましたので継続審議となっております。そういったご意見をとりまとめをさせていただきまして、

代理人である書士に回答を求めました。その回答書が本日お配りしました営農計画書というもので
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ございます。具体的に米が作れるかどうか、誰に教えてもらうのかということにつきましては、回

答書によりますと、ＪＡ岐阜の職員の方に指導を受けて、農機具等の購入の相談もされているとい

うことでございますし、実際機械を買うのかどうかにつきましては、前回は買う予定ということで

したが、１,２カ月の間にトラクターを買って、ナンバーも着けて新規就農をするために投資をして

いますよというような回答をいただいております。あと、研修計画等につきましては実際農業をや

っている方のお手伝いをしながら覚えていきたいということと、場所によっては水などどのように

するかなどの基盤整備計画についてのことも本人に聞いて記載しております。このようにまとめさ

せていただきましたが、各委員さんのご質問を落とさずに回答書の提出をさせております。以上で

ございます。 

○議長（野村茂君）はい、事務局の説明が終わりました。青山委員さん、改めてご意見がございま

したら。 

○１２番（青山雅紀君）営農計画を見させていただいて、新規就農として積極的にやっていただけ

れ経営していくという観点から、しっかりやっていただけるということであれば、手続き的に違法

であるとかそういったことは見受けられませんので意見はございませんが、頑張ってもらいたいな

というように思っております。 

○議長（野村茂君）永田委員さんは。 

○１３番（永田千春君）特にございません。 

○議長（野村茂君）はい、他の委員さんで補足説明のある方は挙手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより質疑を行います。議案第１号の９番と 10

番について、質疑のある委員さんは挙手にて発言をお願いいたします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、採決をします。議案第１号の９番、１０番の案件

について原案のとおり許可することに異議のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第１号の９番、

１０番の２件を許可することといたします。 

 続きまして、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題

とします。事務局の説明をお願いします。  

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

対する意見について。農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので意見を求めます。

議案は５ページからになります。 

１番の案件  位置図は、１１ページになります。申請地は、巾公民センターの西２８０ｍほどに

位置する登記地目田、現況地目畑、２筆、８２７㎡の内２７６㎡。畑４筆、９８５㎡の内６８５㎡。

６筆、合計１，８１７㎡の内９６１㎡。農地の区分は、用途地域の農地であるため第３種農地と判

断します。転用の目的は、農地の嵩上げ一時転用です。一時転用期間は、最長６ヶ月です。申請地

の一部を宅地造成することになり、申請地と段差ができることから、嵩上げを行い、田としての管

理ではなく、畑として耕作したいというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地

性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。 

２番の案件 位置図は、１２ページになります。申請地は、巾公民センターの西２８０ｍほどに

位置する畑３８６㎡の内３０５㎡、登記地目田、現況地目畑、６４１㎡の内５５１㎡。２筆、合計 

１，０２７㎡ の内８５６㎡。農地の区分は、用途地域の農地であるため、第３種農地と判断します。

転用の目的は、貸家です。申請人は、高齢により継続して耕作が困難であることから、営農面積を

縮小し、戸建賃貸住宅を３棟建築したいというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑

で農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断し

ます。 

３番の案件 議案は６ページ、位置図は１３ページになります。申請地は、長良川鉄道関下有知

駅の南西３３０ｍほどに位置する登記地目宅地、現況地目畑、３７９３．３２㎡の内９３．３５㎡。

農地の区分は、長良川鉄道関下有知駅からおおむね３００ｍ以内のため、第３種農地と判断します。
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転用の目的は、共同住宅駐車場です。申請人は、隣接地で共同住宅を経営しているが、現在の駐車

場が不足しており、駐車場として利用したいというものです。７月１３日に現地確認をしたところ、

畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断

します。 

４番の案件 位置図は１４ページになります。申請地は、瀬尻小学校の南西４２０ｍほどに位置

する田、８２６㎡の内３５０．２８㎡。 農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満

の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅庭及び

進入路です。申請人は、申請地に子の住宅もあることから、敷地のスペースがないため申請地を庭

と進入路として利用したいというものです。７月１３日に現地確認をしたところ、田で農地性有り

と確認しています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の

目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

５番の案件  位置図は１５ページになります。申請地は、田口集会所の北１３０ｍほどに位置す

る登記地目田、現況地目雑種地、２筆、１８９㎡。 農地の区分は、中山間地域にある未整備な農地

であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は、飲食業駐車場です。申請人は、鮎料理屋を

経営しており、他の土地と一体利用をして駐車場としたいというものです。７月１２日に現地確認

をしたところ、平成１０年から雑種地として利用しているため、始末書が添付されています。申請

地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出

来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。以上、５件についてご審議をお願いし

ます。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第２号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）ございませんようですので、これより質疑を行います。議案第２号について質

疑のある委員さんは挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）議案第２号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方

は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第２号の５件を

原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

 続きまして、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題

とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見について。農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので意見を求めます。議

案は、７ページからになります。 

１番の案件 位置図は、１６ページになります。申請地は、富岡小学校の東３５０ｍほどに位置

する田、１，７４９ ㎡。農地の区分は、用途地域の農地であるため第３種農地と判断します。転用

の目的は、建築工事業資材置場です。譲受人は、建築工事業を営んでおり、造成工事に必要な資材

を置きたいというもの。譲渡人は、相続により取得したが、耕作が困難であることから譲受人の要

望に応えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認していま

す。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。本案件は、１，０００

㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必要であります。 

２番の案件 位置図は、１７ページになります。申請地は、長良川鉄道関富岡駅の北東３００ｍ

ほどに位置する登記地目田、現況地目宅地、４６㎡。農地の区分は、長良川鉄道関富岡駅から概ね

３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅倉庫 

です。譲受人の父が、隣地の境界を間違えていて、他人の土地の一部を住宅敷地として利用してお

り、現状の土地に合わせるため農地法の許可を求めるもの。譲渡人は、遠方に住んでおり、農業経

営ができないため譲り渡すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、昭和６１年に宅

地となっており、始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得
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ないと判断します。 

３番の案件  位置図は、１８ページになります。申請地は、肥田瀬グラウンドの西２６０ｍほど

に位置する登記地目田、現況地目畑一部雑種地３００７．２３㎡の内４５７．７７㎡。農地の区分

は、１０ha以上の集団農地での農地であるため第１種農地と判断します。転用の目的は、支援セン

ター事務所駐車場です。使用借人は、障がい児通所支援を行っており、送迎の親や施設職員の駐車

場が不足しており、駐車場を拡張したいとうもの。使用貸人は、施設の敷地として貸すものです。

７月１２日に現地確認をしたところ、一部雑種地となっているため、始末書を提出するよう依頼中

です。申請地は、第１種農地であるため原則不許可ではございますが、既存施設の２分の１以内の

拡張であることから例外基準はみたします。ただし、この申請地は令和３年５月総会に審議された

案件で、個人住宅で不許可相当として県へ進達されたもので、今回用途を替えての申請となります。 

また、平成３０年４月に売買で取得され、３年で転用申請があり、申請地の一部は既に造成されて

いる状況でもあります。立地基準は満たしていますが、一般基準として転用する農地の面積が適正

でないと考えます。その理由として、施設を増設するわけでもなく、約５００㎡の駐車場が必要で

ある明確な根拠がないため、不許可相当と判断します。 

４番の案件 議案は８ページ、位置図は、１９ページになります。申請地は、大杉公民館の南８

００ｍほどに位置する登記地目田、現況地目雑種地、２筆、１，８８８㎡。 農地の区分は、１０

ha以上の集団農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は、建築足場業資材置場です。 

譲受人は、建築足場業を営んでおり、資材置場として利用したいというもの。譲渡人は、譲受人の

要望に応えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、平成２８年ごろから、資材置

場として、利用されており、始末書が添付されています。申請地は、第１種農地であるため、原則

不許可であると判断します。平成２８年に集落接続の要件で農振農用地からの除外が認められてい

ます。しかし、工場・資材置場は集落を形成するものではないと考えるため、集落接続の要件に該

当しないと考えます。よって、この案件につきましては、第１種農地の転用における例外基準に当

てはまらないことから不許可相当として、県に進達すべきだと考えます。尚、本案件は、１，００

０㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必要であります。 

５番の案件 位置図は、２０ページになります。申請地は、大杉公民館の西１１０ｍほどに位置

する畑、４７２㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満の農地の区域内にある

農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、アパートに

住んでいるが、手狭であるため一般個人住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の要望に

応えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。 

申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

６番の案件 位置図は、２１ページになります。申請地は、片倉グラウンドの東２２０ｍほどに

位置する登記地目田、現況地目畑、１０１８㎡の内３２８㎡。農地の区分は、用途地域にある農地

のため第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、現在、親と同居し

ているが、将来的なことを考え一般個人住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の要望に

応えるというものです。７月１２日現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認をしています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

７番の案件 議案は９ページ、位置図は２２ページになります。申請地は、巾公民センターの西

２８０ｍほどに位置する田、２筆、４９９㎡。農地の区分は、用途地域にある農地のため第３種農

地と判断します。転用の目的は、農地の嵩上げ一時転用です。一時転用期間は、最長６ヶ月です。 

使用借人は使用貸人と兄弟であり、農地を嵩上げし、自分の農地と一緒に効率的に管理するという

もの。使用貸人は、使用借人の要望に応えるものです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で

農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断

します。 

８番の案件  位置図は２３ページになります。申請地は、下有知中学校の南西５４０ｍほどに位

置する田、６６９㎡、登記地目畑、現況地目雑種地、２６４㎡、合計２筆、９３３㎡。農地の区分

は、１０ha以上の集団農地である農地のため第１種農地と、宅地に囲まれている農地である第３種

農地と判断します。転用の目的は、建築条件付分譲住宅です。譲受人は、申請地は、交通の便がよ
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く、日用品を買う店も近くにあることから需要があると考え、申請地を建築条件付分譲住宅として

利用したいというもの。譲渡人は、相続で取得したが、高齢であるため農地を維持管理する事が難

しいため、要望に応えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、１筆が令和元年に

雑種地となっており、始末書が添付されています。申請地の１筆は、第１種農地であるため、原則

不許可ではございますが、集落に接続していることから、農地転用の制限の例外基準をみたすもの、

１筆は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

９番の案件 位置図は、２４ページになります。申請地は、下有保育園の南東３５０mほどに位

置する畑、７２２㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満の農地の区域内にあ

る農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は分譲住宅です。譲受人は、下呂市で建築業

を営んでいるが申請地を買い受け、分譲住宅を建築したいというものです。譲渡人は、高齢となり、

耕作が困難であるため、要望に応えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑で

農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討した結果、

他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

１０番の案件  議案は１０ページ、位置図は２５ページになります。申請地は、下有知保育園の

南東３５０ｍほどに位置する畑、２筆、２，２３４㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担す

る１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、分譲住

宅です。譲受人、譲渡人のそれぞれの理由につきましては、９番の案件と同じ理由でございます。

７月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地で

あるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、

転用はやむ得ないものと判断します。 

１１番の案件  位置図は２６ページになります。申請地は、長良川鉄道関下有知駅の南西４７０

ｍほどに位置する登記地目宅地、現況地目田、３７９３．３２㎡の内８１２．８３㎡。農地の区分

は、長良川鉄道関下有知駅の５００ｍ以内の農地であるため第２種農地と判断します。転用の目的

は、グループホームです。賃借人は、周辺地域にグループホームが少ないことから需要があると考

え転用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出に応えるというものです。７月１２日に現地

確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地であるため、代替性

について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得な

いものと判断します。 

１２番の案件  議案は１１ページ、位置図は２７ページになります。申請地は、下有知南部公民

センターの北２３０ｍほどに位置する畑、５１９㎡の内３４０．９１㎡。農地の区分は、宅地に囲

まれている農地であるため、第３種農地と判断します。転用の目的は、プレス加工業事務所及び駐

車場です。賃借人は、申請地南側で工場を経営しており、申請地の一部を事務所及び駐車場として、

利用したいというもの。賃貸人は、賃借人の申し出を受け、申請地を貸すというものです。７月１

２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるた

め、転用はやむを得ないものと判断します。 

１３番の案件  位置図は２８ページになります。申請地は、十三塚公民センターの南西１７０ｍ

ほどに位置する畑、２１７㎡。農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と判断しま

す。転用の目的は、一般個人住宅です。譲受人は、アパート住まいで手狭であり、申請地を買い受

け自己住宅を建築するというものです。譲渡人は、申請地は他の所有農地と離れており、効率が悪

いことから譲受人の要望に応えるというものです。隣地承諾書が添付されています。７月１２日に

現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第３種農地であるため、転

用はやむを得ないものと判断します。 

１４番の案件  位置図は２９ページになります。申請地は、東海環状自動車関広見インターの西

５３０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目畑、３９７㎡の内９６㎡。農地の区分は、１０ha以

上の集団農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は、住宅への進入路です。使用借

人は、現在、アパート住まいであり家族が増え、住居が手狭になったため、貸人の宅地内に住宅を

建築するにあたり、進入路が必要になってきたもの。使用貸人は、使用借人の要望に応えるという

ものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第

１種農地であるため、原則不許可ではございますが、集落に接続していることから、農地転用の制
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限の例外基準をみたすものと考えます。 

１５番の案件  議案は１２ページ、位置図は３０ページになります。申請地は、赤土坂公民セン

ターの西５５０ｍほどに位置する登記地目田、現況地目雑種地、６４２ ㎡。農地の区分は、住宅、

事業施設等に連担する１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転

用の目的は、紙加工販売及び印刷業駐車場です。賃借人は、申請地を借り法人の駐車場として利用

したいというもの。賃貸人は、賃借人の要望に応えるというものです。７月１２日に現地確認をし

たところ、昭和６０年から雑種地となっており、始末書が添付されています。申請地は、第２種農

地であるため代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないた

め、転用はやむ得ないものと判断します。 

１６番の案件 位置図は３１ページになります。申請地は、赤土坂公民センターの西４００ｍほ

どに位置する登記地目田、現況地目一部雑種地、１８８㎡。農地の区分は、用途地域にある農地の

ため、第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅駐車場家庭菜園です。譲受人は、申

請地の東側に住んでいるが、住宅が敷地いっぱいに建っており、家族の車を置く場所がないため、

申請地を譲り受け、駐車場、家庭菜園として利用したいというもの。譲渡人は、譲受人の要望に応

えるというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、平成１５年に一部雑種地となっており、

始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断し

ます。 

１７番の案件 位置図は、３２ページになります。申請地は、虹ヶ丘幼稚園の西５５０ｍほどに

位置する登記簿宅地、現況地目畑、２０３．３６㎡、登記簿山林、現況地目畑、０．４６㎡。合計

２筆、２０３．５２㎡。農地の区分は、水管、下水道管が整備された道路の沿道で申請地から概ね

５００ｍ以内に１つの医療機関と１つの教育施設があるため、第３種農地と判断します。転用の目

的は、別宅への進入路です。譲受人は、申請地の南側に住宅が有り、現在は西側の狭い道路より出

入りをしており、大変不便であるため、北側道路から入れるよう進入路として利用したいというも

のです。譲渡人は、老齢で耕作が困難であったため、譲受人の要望に応えるというものです。７月

１２日に現地確認をしたところ、既に雑種地となっており始末書を添付するよう依頼中です。申請

地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

１８番の案件 議案は１３ページ、位置図は３３ページになります。申請地は、虹ヶ丘公民セン

ターの東３５０ｍほどに位置する畑、７５６㎡。農地の区分は、水道管、下水道管が整備された道

路の沿道で申請地から概ね５００ｍ以内に２つの医療機関があるため、第３種農地と判断します。

転用の目的は、金型製造業駐車場です。譲受人は、事業の拡大により、従業員を新規雇用するため、

駐車場が不足することから申請地を駐車場として、利用したいというものです。譲渡人は、高齢で

あり、農業耕作が困難であることから、譲受人の要望に応えるというものです。７月１２日に現地

確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は第３種農地であるため、転用はや

むを得ないものと判断します。 

１９番の案件 位置図は３４ページになります。申請地は、下白金公民センターの東１７０ｍに

位置する登記地目畑、現況地目雑種地、２０㎡。農地の区分は、宅地に囲まれている農地であるた

め、第３種農地と判断します。転用の目的は、自宅への進入路です。譲受人は、申請地を自宅への

進入路として、利用したいというもの。譲渡人は、周辺が宅地化されてきたことから、農地の維持

管理ができないため譲り渡すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、平成元年から

既に雑種地となっており、始末書が添付されています。申請地は、第３種農地であるため、転用は

やむを得ないものと判断します。 

２０番の案件 位置図は３５ページになります。申請地は、小宮集会所の西１３０ｍほどに位置

する４６２㎡。農地の区分は、中山間地域等の未整備農地であり第２種農地と判断します。転用の

目的は太陽光発電施設です。譲受人は、申請地で太陽光発電施設を設置し、土地の有効活用をした

いというもの。譲渡人は、要望により売り渡すというものです。７月１２日に現地確認をしたとこ

ろ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地であるため、代替性について検討し

た結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断し

ます。 

２１番の案件 議案は１４ページ、位置図は３６ページになります。申請地は、栗原集会所の北
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３００ｍほどに位置する登記地目田、現況地目畑、５４５㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に

連担する１０ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、

飲食業駐車場です。使用借人は、鮎料理店を営んでおり、年々増加する利用客の駐車場が不足して

いるため、駐車場を拡張したいというものです。使用貸人は、自分の経営する店の駐車場として、

貸すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申

請地は、第２種農地であるため代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出

来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２２番の案件  位置図は３７ページになります。申請地は、下菅谷集会所の東２３０ｍほどに位

置する登記地目畑、現況地目雑種地、３８０㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０

ha未満の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、自動車整備業

駐車場です。譲受人は、自動車整備業を営んでおり、整備するための自動車を保管しておく土地が

ないため、申請地を駐車場として利用したいというもの。譲渡人は、譲受人の要望に応えるもので

す。７月１２日に現地確認をしたところ、平成７年から既に雑種地となっており、始末書が添付さ

れています。申請地は、第２種農地であるため代替性について検討した結果、他に事業の目的を達

成することが出来る土地がないため、転用はやむ得ないものと判断します。 

２３番の案件 位置図は３８ページになります。申請地は、尾倉集会所の北６０ｍほどに位置す

る畑、２筆、１，０２９㎡の内５２８㎡。農地の区分は、住宅、事業施設等に連担する１０ha未満

の農地の区域内にある農地のため、第２種農地と判断します。転用の目的は、地区集会所です。譲

受人は、県が道路を拡幅することにより集会所がなくなるため、申請地に集落の集会所を建築する

というもの。譲渡人は、遠方に住んでおり農業に従事できないため、譲り渡すというものです。７

月１２日に現地確認をしたところ、畑で農地性有りと確認しています。申請地は、第２種農地であ

るため代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成することが出来る土地がないため、転

用はやむ得ないものと判断します。 

２４番の案件  議案は１５ページ、位置図は３９ページになります。申請地は、道の駅むげ川の

西２３０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目田、２９１㎡。農地の区分は、１０ha以上の集団

農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。使用借人は、結婚

後に住む個人住宅を申請地に建築したいというもの。使用貸人は、子の婚約者に住宅を建てるため

の土地を貸すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認してい

ます。申請地は、第１種農地であるため、原則不許可ではございますが、集落に接続していること

から、農地転用の制限の例外基準をみたすものと考えます。 

２５番の案件  位置図は４０ページになります。申請地は、ＪＡめぐみの美濃農業サポートセン

ター西３９０ｍほどに位置する田、５９４㎡。農地の区分は、１０ha 以上の集団農地であるため、

第１種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅です。使用借人は、現在親と同居しているが、

手狭であるため自己住宅を建築したいというものです。使用貸人は、子の家を建築するための土地

を貸すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。

申請地は、第１種農地であるため、原則不許可ではございますが、集落に接続していることから、

農地転用の制限の例外基準をみたすものと考えます。 

２６番の案件  位置図は４１ページになります。申請地は、博愛小学校の北西２７０ｍほどに位

置する田、２筆、５８９㎡。農地の区分は、１０ha以上の集団農地であるため、第１種農地と判断

します。転用の目的は、金属製造加工業駐車場です。譲受人は、申請地と周辺の土地を一体利用し、

駐車場として利用したいというもの。譲渡人は、多忙で農地の維持管理ができないため、申請地を

貸すというのです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。申請

地は、第１種農地であるため、原則不許可でありますが、既存施設の２分１以内の拡張であるため、

農地転用の制限の例外基準を満たすものと考えます。５条２７番と同時許可案件です。 

２７番の案件  議案は１６ページ、位置図は４２ページになります。申請地は、博愛小学校の北

西２７０ｍほどに位置する田、２６㎡。農地の区分は１０ha以上の集団農地であるため、第１種農

地と判断します。転用の目的は、金属製造加工業駐車場です。使用借人は、申請地と周辺の土地を

一体利用し、駐車場として利用したいというもの。使用貸人は、多忙で農地の維持管理ができない

ため申請地を貸すというものです。７月１２日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認し
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ています。申請地は、第１種農地であるため原則不許可でありますが、既存施設の２分１以内の拡

張であるため、農地転用の制限の例外基準を満たすものと考えます。５条２７番と同時許可案件で

す。以上、所有権移転に関するもの１７件、使用貸借権設定に関するもの７件、賃貸借件設定に関

するもの３件、合計２７件につきましてご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第３号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手あり） 

○議長（野村茂君）はい、安田委員さん。 

○１番（安田美雄君）３番の案件でございますが、この土地は１種農地でございますが、畑一部雑種地

となっておりますが、実際は嵩上げ等の許可がされてないと思います。先ほどの説明では、始末書の添

付ということですが、第１種農地の場合、今後いろんなものが建たないということでありますので、こ

のような場合、現況復帰の命令を出したことは今までにはないのでしょうか。実は、農業経営の拡大と

いうことで、田を利用していたということですが、畑に嵩上げしたり雑種地として埋め立てしたりとい

うことですけれども、将来的には建物等建たない、１／２以内なら建つということになりますかね。や

はり、現状ではそういう状態ですので、始末書でそれを済ませるのか、現況復帰までということはでき

ないのでしょうか。どんな見解でしょうか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君） 始末書につきましては、追認案件ということで、本来農地とし

て管理するところを勝手に家を建てるなど、農地法を理解しないでやっちゃいましたということに

は出してもらいますが、今回の案件につきましては、造成されていることが見受けられることと、

過去にはこういった議案に上がったケースではないのですが、勝手に埋め立てをやっているところ

はどうなんやという市民からの問い合わせもありまして、そういうものについては通知文書を出し、

現況復旧をしなさいというようなもので、書類としては正直緩めです。きついような文書ではない

ので、そういったものはあっても年に数件です。ほかっといてはいけないということで、過去には

出したケースもあると思いますが、現況復旧命令については、勉強不足で申し訳ないですが、たぶ

ん許可権者の県の方が市に入ってというようなかたちで、市が直接規定に基づいてやるということ

は、僕もやったことがないのですが、ただ悪質なものであれば始末書ですみませんだけではおかし

な話ですので、そこらへんについては一度勉強させてもらって、悪質なものについてはだめなもの

ですから、対応をするようなかたちで調べさせてもらいます。県には議案を持って、不許可相当で

という意見でヒアリングに行くわけですが、そのへんの対応についても話を聞いて事務局内でも相

談して対応していきたいと思います。 

○議長（野村茂君）他の方よろしいでしょうか。 

 （挙手あり） 

○２番（臼田正嗣君）すみません。４番ですけど、現況確認に行くともうできてしまっとるわね。

ずっと、平成２０年頃から。そういう場合はどうなるの。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）一応、今の安田委員の話で始末書どうこうではない。結局、例外

規定の要件もなければ、今の話、戻しなさい。しかも手がない。許可が下りない。ただ、そのへん

も難しいところがあって、許可もなしに勝手にやってしまってなんとかしろという話でもあるので、

たぶん正式に土地の所有者と資材置場の業者との話で、いい加減しっかり手続きを踏んでくれとい

う話があってここにきたのかなという想像はできるのですが、ただ現場を見ても周りが田んぼで、

南側に同じようなスクラップ資材置場がひとつあって、工業団地の工場に連なっていくというよう

な段階で、家なんか何にもないです。ただ、その時の状況なのでどういう解釈で除外が通ったのか

分かりませんが、その時の除外を通した案件は、集落に接続している場合は例外規定があるという

理由で外してあるのですが、先ほども言いましたように、資材置場や工場は集落じゃないというこ

とは基本的な考え方でございまして、その時の判断は間違っていたという解釈じゃないかなと思う

のですが、このへんについても、事務局としてはたぶん、３番と４番については許可基準には満た

さないのではないかなと考えるのですが、先ほどの３番についてはそれ相応の事情があって、転用

してもやむを得ないよという県が判断すればこれは認められる話で、市として不許可相当であって

も、県が許可相当にするという案件は県内でも何件でもある話なので、そういう意見になれば全く

市と県の意見が一緒になるかというとそれはそれで違うことになる場合もありますので、それはお
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断りはしますが、この案件につきましては非常に厳しい。現状としては手があまりないのかなと判

断していますけど、最終的には現況復旧しろと言うしかないのではないかなと考えますが、他にも

考え方があれば考えますが、今のところはあそこの真ん中の農転は厳しいのではないかなと考えて

おります。 

○議長（野村茂君）他に補足説明のある委員さんはございませんか。 

（挙手なし） 

○議長（野村茂君）他にございませんようですのでこれより質疑を行います。議案第３号について、

質疑のある委員さんは挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手あり） 

○議長（野村茂君）はい、安田委員さん。 

○１番（安田美雄）はい、３番の件ですけど、事務局の説明では駐車場として必要とあればという

ことですけれども、実はそれに付け足していただきたいというのは、駐車場として予定していたと

ころに喫茶店を作ってしまっているのですね。もともと駐車場であったところに喫茶店を作ってし

まったということですので、喫茶店がなければ駐車場の問題は出てこなかったという、他法関係に

なりますけれども、いわゆる社会福祉法とか建築基準法とかの関係もあると思いますけれども、当

初の計画の中には駐車場になっていたわけですよね。そこへ喫茶店を作ってしまって、現在は営業

をしております。喫茶店のお客さんの駐車場などもこの申請のところに欲しいというのが私の想像

ですけれども、本人は施設の駐車場と言っておりますけれども、私が数回見たところ駐車場は埋ま

っている様子はなく、喫茶店の部分の駐車場があれば十分、当初の計画としては施設としてまかな

えるという状況ですので、当初の目的のところ以外のところに喫茶店という異質なものを、障がい

者施設のところに喫茶店を作ってしまうこと自体が、さらに今回駐車場が不足するという申請で納

得できない。さらに先ほど言いましたように、勝手に埋め立てをしてしまって、当初は水稲を一生

懸命やると言いながら、当初の目的と反したことをやっておりますので、そのへんを補足していた

だきたいです。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい、今安田委員さんが言われましたことにつきましては、今日

午後からのヒアリングで過去の経緯等を含めてお話しさせていただきます。 

○議長（野村茂君）他にございませんか。それでは質疑もないようですのでこれより採決します。

議案第３号について、議案のとおり岐阜県知事に進達することについて異議のない方は挙手をお願

いします。 

○５番（野田卓志君）すみません、３、４が不許可ということでそれ以外が。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）そうですね、事務局の提案といたしましては、３番と４番は不許

可の案件ではないかと。残りについては許可相当ではないかと。 

○５番（野田卓志君）それでよければ挙手をということですね。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）はい。 

○議長（野村茂君）それではよろしいですか、今の説明。３番４番については許可相当ではないと

いう意見をつけて進達し、あとの案件につきましては問題ないということで議案のとおり進達する

ということで、それでは議案第３号について原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない

方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第３号の２７件

を原案のとおり岐阜県知事に進達いたします。 

 続きまして、議案第４号 農用地利用集積計画の承認についてを議題とします。事務局の説明を

お願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第４号 農用地利用集積計画の承認について。農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求

めます。議案は、１７ページからになります。賃貸借権設定に関するものについて、更新が１３筆 

１７，３５６㎡。使用貸借権設定に関するものについて、新規が４４筆、６８，１０７㎡です。使

用貸借権の変更が２筆で、１，５４４㎡から１，１１４㎡、８０５㎡から３７５㎡となります。地

区は、武芸川町宇多院、武芸川町跡部、小屋名、戸田の４地区です。権利の設定を受ける者は、有
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限会社むげがわ農産他でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。以上、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第４号について、質疑を行います。質疑の

ある方は挙手にて発言をお願いします。 

 （挙手なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、議案第４号について採決します。議案第４号につい

て議案のとおり承認することに異議のない方は挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

○議長（野村茂君）ありがとうございました。全員の挙手をいただきました。議案第４号の農用地

利用集積計画については、原案のとおり承認することとします。 

 次に、報告１号 農地法第１８条第６項の規定による届出についてを議題とします。事務局の説

明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）報告１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について。報

告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について、賃貸借設定した土地の合意解約の届

出がありましたので報告させていただきます。議案は、２２ページになります。 

１番の案件  届出地は、山田地区の田、２筆、２，１１７㎡。賃借人は、株式会社ユニティーで

す。合意解約成立日は、令和３年７月１４日です。 

２番の案件  届出地は、山田地区の田、１筆、１，６３８㎡。賃借人は、株式会社ユニティーで

す。合意解約成立日は、令和３年７月１４日です。 

３番の案件 届出地は、山田地区の田、１筆、１，３５４㎡。賃借人は、株式会社ユニティーで

す。合意解約成立日は、令和３年７月１４日です。以上、報告させていただきます。 

○議長（野村茂君）報告第１号につきましては、ただ今事務局の方からの報告のとおりでございま

す。それでは、大変長時間に渡りご審議いただきましてありがとうございました。本日ご審議いた

だく議案は全て終了いたしました。ありがとうございました。 
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午前１２時３２分 閉会 

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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